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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容物を貯蔵する容器本体と、
　前記容器本体の上部に結合し、ポンピング動作によって前記容器本体に貯蔵した内容物
を吐出するポンピング部材と、
　前記容器本体の上部で前記ポンピング部材を包んで前記ポンピング部材に結合し、前記
容器本体の上部にポンピング部材を固定する固定体と、
　前記ポンピング部材の上部に位置し、前記固定体に対して回転可能であり、前記固定体
へ押圧されて移動することで前記ポンピング部材に圧力を伝達してポンピング動作を誘導
するボタン部材と、を含むポンピング式化粧品容器において、
　前記ボタン部材の前面部には、内容物を外部に吐出するように吐出口が形成され、前記
吐出口の内側には、内容物を肌に塗布する金属材質のボールアプリケーターが停止するよ
うに停止部を具備し、
　前記停止部の底面には、前記ポンピング部材のポンピング動作によって上部に移動する
内容物が、前記吐出口に移動するように内容物移動ホールが形成され、
　前記固定体は、前記ポンピング部材を固定することができるように内周面を取り囲んで
形成される固定部を備え、
　前記固定体の内側には、前記ボタン部材の回転を防止するように前記固定部から上部に
延長し形成される回転防止管を具備し、前記回転防止管の外側には、外周面に沿って一定
間隔に離間し形成された多数の回転防止突起を具備し、



(2) JP 6909794 B2 2021.7.28

10

20

30

40

50

　前記ボタン部材の内側には、当該ボタン部材の内周面を取り囲んで一定間隔に離間し形
成され、前記多数の回転防止突起の間に形成される空間に結合して、前記ボタン部材の回
転を防止する多数の結合突起を具備し、
　前記ボタン部材が前記固定体へ移動する前、前記回転防止突起と前記結合突起とは解除
され、
　前記ボタン部材が前記固定体へ移動すると前記回転防止突起と前記結合突起とが噛み合
うように構成されている
ことを特徴とする金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容器。
【請求項２】
　内容物を貯蔵する容器本体と、
　前記容器本体の上部に結合し、ポンピング動作によって前記容器本体に貯蔵した内容物
を吐出するポンピング部材と、
　前記容器本体の上部で前記ポンピング部材を包んで前記ポンピング部材に結合し、前記
容器本体の上部にポンピング部材を固定する固定体と、
　前記ポンピング部材の上部に位置し、前記固定体に対して回転可能であり、前記固定体
へ押圧されて移動することで前記ポンピング部材に圧力を伝達してポンピング動作を誘導
するボタン部材と、を含むポンピング式化粧品容器において、
　前記ボタン部材の前面部には内容物を肌に塗布するアプリケーターを固定するように固
定部が突出し形成され、前記固定部には外部に吐出する内容物を肌に塗布するように塗布
面を具備した金属材質のアプリケーターが結合し、
　前記アプリケーターの塗布面には、内容物を外部に吐出するように吐出ホールが形成さ
れ、前記固定部には、前記ポンピング部材のポンピング動作によって上部に移動する内容
物が、前記アプリケーターの吐出ホールに移動するように内容物移動ホールが形成され、
　前記固定体は、前記ポンピング部材を固定することができるように内周面を取り囲んで
形成される第２固定部を備え、
　前記固定体の内側には、前記ボタン部材の回転を防止するように前記第２固定部から上
部に延長し形成される回転防止管を具備し、前記回転防止管の外側には、外周面に沿って
一定間隔に離間し形成された多数の回転防止突起を具備し、
　前記ボタン部材の内側には、当該ボタン部材の内周面を取り囲んで一定間隔に離間し形
成され、前記多数の回転防止突起の間に形成される空間に結合して、前記ボタン部材の回
転を防止する多数の結合突起を具備し、
　前記ボタン部材が前記固定体へ移動する前、前記回転防止突起と前記結合突起とは解除
され、
　前記ボタン部材が前記固定体へ移動すると前記回転防止突起と前記結合突起とが噛み合
うように構成されている
ことを特徴とする金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容器に関し、より詳細に
は、ボタン部材の前面部に金属材質のアプリケーターを結合することにより、ポンピング
動作介して内容物を吐出した後、すぐにアプリケーターを介して内容物の塗布ができるだ
けではなく、金属材質のアプリケーターを介して内容物を肌に塗布するときに、ぬくもり
や冷気を肌に伝達することができるので、顔肌の代謝を促進し、肌の弾力性を向上させる
ことができる金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的にポンピング式化粧品容器は、内容物を収容する容器本体の上部に、ポンピング
手段が位置してポンピング手段のポンピング作用を介して、内容物を外部に排出するよう
に構成されるものとして、このようなポンピング式化粧品容器が特許文献１の図１に開示
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されている。
【０００３】
　特許文献１を参照すると、従来のポンピング式化粧品容器は、内容物を貯蔵した容器部
３と、この容器部３の上端に結合して容器部３に貯蔵した内容物を吐出するポンピング部
１を含んで構成されている。このとき、ポンピング部１は、容器部３の上端に結合するキ
ャップ６０と、このキャップ６０に昇降できるように結合し、内部に吐出口５３が形成さ
れたボタン５０を含んで構成されており、キャップ６０の内部には、容器部３に充填され
た内容物まで下向き延長されたハウジング１０と、ボタン５０下部のステム５７に連結さ
れて、ハウジング１０内部で昇降動作し、ハウジング１０に流入した内容物を外部に吐出
するピストンロッド２０及びシールキャップ３０をそれぞれ具備する。また、ハウジング
１０の下端部にはボール７０によって開閉する内容物流入口１１を具備し、この内容物流
入口１１とピストンロッド２０との間には、ピストンロッド２０を上向き支持するスプリ
ング８０が介在される。
【０００４】
　しかし、前記のような構成で成る特許文献１に記載の容器は、単純にポンピング部１の
ポンピング動作を介して内容物を吐出するように構成されるものとして、吐出した内容物
を肌に塗布するための手段が存在しないため、内容物を肌に塗布するためには、ユーザー
が別途のアプリケーターを具備しなければならないという煩わしさを、ユーザーに与える
という問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国実用新案登録第２０－０２３５８４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述した問題点を解決するために創作されたものとして、本発明の目的は、
ボタン部材の前面部に金属材質のアプリケーターを結合することにより、ポンピングの動
作を介して、内容物を吐出した後、すぐにアプリケーターを介して内容物を塗布できるだ
けではなく、金属材質のアプリケーターを介して内容物を肌に塗布するときに、ぬくもり
や冷気を肌に伝達することができるので、顔肌の代謝を促進し、肌の弾力性を向上させる
ことができる金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容器を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記のような問題点を解決するために、本発明に係る金属アプリケーターを具備したポ
ンピング式化粧品容器は、内容物を貯蔵する容器本体と、前記容器本体の上部に結合し、
ポンピング動作によって前記容器本体に貯蔵した内容物を吐出するポンピング部材と、前
記容器本体の上部で前記ポンピング部材を包んで前記ポンピング部材に結合し、前記容器
本体の上部にポンピング部材を固定する固定体と、前記ポンピング部材の上部に位置し、
ユーザーの加圧によって前記ポンピング部材に圧力を伝達してポンピング動作を誘導する
ボタン部材と、を含むポンピング式化粧品容器において、前記ボタン部材の前面部には内
容物を外部に吐出するように吐出口が形成され、前記吐出口の内側には、内容物を肌に塗
布する金属材質のボールアプリケーターが停止するように停止部を具備し、前記停止部の
底面には、前記ポンピング部材のポンピング動作によって上部に移動する内容物が、前記
吐出口に移動するように内容物移動ホールが形成されることを特徴とする。
【０００８】
　また、内容物を貯蔵する容器本体と、前記容器本体の上部に結合し、ポンピング動作に
よって、前記容器本体に貯蔵した内容物を吐出するポンピング部材と、前記容器本体の上
部で前記ポンピング部材を包んで前記ポンピング部材に結合し、前記容器本体の上部にポ
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ンピング部材を固定する固定体と、前記ポンピング部材の上部に位置し、ユーザーの加圧
によって前記ポンピング部材、に圧力を伝達してポンピング動作を誘導するボタン部材と
、を含むポンピング式化粧品容器において、前記ボタン部材の前面部には内容物を肌に塗
布するアプリケーターを固定するように固定部が突出し形成され、前記固定部には外部に
吐出する内容物を肌に塗布するように、塗布面を具備した金属材質のアプリケーターが結
合し、前記アプリケーターの塗布面には、内容物を外部に吐出するように吐出ホールが形
成され、前記固定部には、前記ポンピング部材のポンピング動作によって上部に移動する
内容物が、前記アプリケーターの吐出ホールに移動するように内容物移動ホールが形成さ
れることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記固定体の内側には、前記ボタン部材の回転を防止するように上部に延長し形
成される回転防止管を具備し、前記回転防止管の外側には、外周面に沿って一定間隔に離
間し形成された多数の回転防止突起を具備することを特徴とする。
【００１０】
　また、前記ボタン部材の内側には、前記多数の回転防止突起の間に形成される空間に結
合し、前記ボタン部材の回転を防止する多数の結合突起を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　以上のように、本発明によれば、ボタン部材の前面部に金属材質のアプリケーターを結
合することにより、ポンピング動作を介して内容物を吐出した後、すぐにアプリケーター
を介して内容物塗布できるだけではなく、金属材質のアプリケーターを介して内容物を肌
に塗布するときに、ぬくもりや冷気を肌に伝達することができるので、顔肌の代謝を促進
し、肌の弾力性を向上させることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の構成を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の構成を示す組立斜視図である。
【図３】本発明の第１実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の構成を示す組立断面図である。
【図４】本発明の第１実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の使用方法を示す説明図である。
【図５】本発明の第２実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の構成を示す分解斜視図である。
【図６】本発明の第２実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の構成を示す組立斜視図である。
【図７】本発明の第２実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の構成を示す組立断面図である。
【図８】本発明の第２実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の使用方法を示す説明図である。
【図９】本発明の第３実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容
器の構成を示す組立断面図である。
【図１０】本発明の第４実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品
容器の構成を示す組立断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明を詳細に説明する。各図面に記載された同一の参照符号
は、同一の部材を示す。
【００１４】
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　図１は、本発明の第１実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品
容器の構成を示す分解斜視図であり、図２は、本発明の第１実施例に係る金属アプリケー
ターを具備したポンピング式化粧品容器の構成を示す組立斜視図であり、図３は、本発明
の第１実施例に係る金属アプリケーターを具備したポンピング式化粧品容器の構成を示す
組立断面図である。
【００１５】
　図１～図３を参照すると、本発明の第１実施例に係る金属アプリケーターを具備したポ
ンピング式化粧品容器は、容器本体１００、ポンピング部材２００、固定体３００、ボタ
ン部材４００、アプリケーター５００を含む。
【００１６】
　容器本体１００は、内容物を貯蔵するものとして、上部には内容物を排出することがで
きるように排出部１１０を具備し、排出部１１０の内周面には、ポンピング部材２００の
外周面を取り囲んで密着し形成されて、ポンピング部材２００の動きを防止する支持突起
１１１を具備する。
【００１７】
　容器本体１００は、ユーザーの加圧による変形によって内容物を吐出するチューブ容器
で構成することができるし、図９および図１０に示すように、内側にピストン１２０を設
置した容器で構成することもできる。
【００１８】
　ポンピング部材２００は、容器本体１００の上部に結合し、ポンピング動作によって、
容器本体１００に貯蔵した内容物を吐出するものとして、本発明の技術分野において、ポ
ンピング部材２００は公知技術なので、詳細な説明は略する。
【００１９】
　固定体３００は、容器本体１００の上部で、ポンピング部材２００を包んで結合し、容
器本体１００の上部にポンピング部材２００を固定するものとして、ポンピング部材２０
０を固定することができるように、内周面を取り囲んで固定部３１０が形成される。
【００２０】
　本発明において、固定体３００の内側には、ボタン部材４００の回転を防止するように
、固定部３１０から上部に延長し形成される回転防止管３２０を具備することを特徴とし
ている。また、回転防止管３２０の外側には、外周面に沿って一定間隔に離間し形成され
た多数の回転防止突起３２１を具備し、多数の回転防止突起３２１の間に形成される空間
にボタン部材４００の結合突起４４０を結合することにより、ユーザーがアプリケーター
５００を介して、内容物を肌に塗布するときに、ボタン部材４００が回転することを防止
する。
【００２１】
　一方、固定体３００の外側には、ボタン部材４００及びアプリケーター５００を包んで
着脱可能に結合するオーバーキャップ６００を具備する。
【００２２】
　ボタン部材４００は、ポンピング部材２００の上部に位置し、ユーザーの加圧によって
、ポンピング部材２００に圧力を伝達してポンピング動作を誘導するものとして、ポンピ
ング動作によって内容物を外部に吐出することができるように、前面部に吐出口４１０が
形成される。
【００２３】
　本発明において、吐出口４１０の内側には、内容物を肌に塗布するアプリケーター５０
０が停止するように停止部４２０を具備することが特徴としている。また、停止部４２０
に球形状のボールアプリケーター５００が停止することにより、ポンピング部材２００の
ポンピング動作によって内容物を吐出した後、すぐにボールアプリケーター５００を介し
て内容物を肌に塗布し、同時にマッサージ機能を提供することができる。
【００２４】
　停止部４２０の底面には、ポンピング部材２００のポンピング動作により上部に移動す
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る内容物が吐出口４１０に移動することができるように内容物移動ホール４３０が形成さ
れる。
【００２５】
　一方、本発明において、ボタン部材４００の内側には、多数の回転防止突起３２１の間
に形成される空間に結合し、ボタン部材４００の回転を防止する多数の結合突起４４０を
具備することを特徴としている。また、結合突起４４０は、ボタン部材４００の内周面を
取り囲んで一定間隔に離間し形成されて、多数の回転防止突起３２１の間に形成される空
間に結合する。これにより、回転防止突起３２１によって支持されることで、ユーザーが
アプリケーター５００を介して、内容物を肌に塗布するときにボタン部材４００が回転す
ることを防止する。
【００２６】
　アプリケーター５００は、ボタン部材４００の停止部４２０に設置され、ユーザーの肌
に接触して内容物を肌に塗布するものとして、ユーザーの肌に接触することができるよう
に、一部が吐出口４１０の外部に露出される球形状のボールアプリケーター５００で構成
される。
【００２７】
　本発明において、アプリケーター５００は、金属材質で構成されることを特徴としてい
る。これにより、内容物を塗布できることはもちろん、内容物を肌に塗布するときに、ぬ
くもりや冷気を肌に伝達することができて、顔肌の代謝を促進し、肌の弾力性を向上させ
ることができる。
【００２８】
　以下では、図４を参照して、本発明の第１実施例に係る金属アプリケーターを具備した
ポンピング式化粧品容器の使用方法を説明する。
【００２９】
　図４を参照すると、ボタン部材４００を加圧するときに、ポンピング部材２００のポン
ピング動作が行われ、容器本体１００に貯蔵した内容物が内容物移動ホール４３０を経て
、吐出口４１０を通って外部に吐出される。このとき、吐出口４１０の内側に具備する停
止部４２０に設置されたアプリケーター５００を介して内容物を肌に塗布すると同時に、
マッサージ機能を提供することができる。
【００３０】
　前記のようにアプリケーター５００を介して、内容物を肌に塗布するときには、アプリ
ケーター５００と肌との接触による圧力によって、ボタン部材４００の回転が行われるこ
とができる。しかし、固定体３００とボタン部材４００の結合関係を示す拡大図（Ａ－Ａ
’断面図）に示すように、固定体３００の回転防止突起３２１とボタン部材４００の結合
突起４４０とが噛み合うように構成されることで、ボタン部材４００の回転が防止されて
、円滑に内容物を肌に塗布することができる。
【００３１】
　以下では、図５～図７を参照して、本発明の第２実施例に係る金属アプリケーターを具
備したポンピング式化粧品容器を説明する。
【００３２】
　図５～図７を参照すると、本発明の第２実施例に係る金属アプリケーターを具備したポ
ンピング式化粧品容器は、容器本体１００、ポンピング部材２００、固定体３００、ボタ
ン部材４００、アプリケーター５００を含み、容器本体１００、ポンピング部材２００、
固定体３００は、本発明の第１実施例で説明したところの構造及び、機能が同一なので、
以下では、ボタン部材４００、アプリケーター５００の構造についてのみ説明する。
 
【００３３】
　本発明の第２実施例に係るボタン部材４００は、前面部に内容物を肌に塗布するアプリ
ケーター５００を固定し設置することができるように固定部４５０が突出し形成されるこ
とを特徴としている。また、固定部４５０の中央には、ポンピング部材２００のポンピン
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グ動作によって上部に移動する内容物がアプリケーター５００の吐出ホール５２１に移動
するように内容物移動ホール４５１が形成される。
【００３４】
　ボタン部材４００の内側に具備する結合突起４４０は、本発明の第１実施例で、説明し
たところの構造と機能が同一なので、詳細な説明は省略する。
【００３５】
　一方、本発明の第２実施例に係るアプリケーター５００は、ボタン部材４００の固定部
４５０に結合し、ユーザーの肌に接触して内容物を肌に塗布するものである。アプリケー
ター５００は、固定部４５０を包んで結合してアプリケーター５００をボタン部材４００
に固定する結合部５１０と、ユーザーの肌に接触して、ユーザーの肌に内容物を塗布する
塗布面５２０とで構成され、塗布面５２０には、内容物が外部に吐出することができるよ
うに吐出ホール５２１が形成される。
【００３６】
　アプリケーター５００は、ボタン部材４００の前面部に具備した固定部４５０に結合す
ることにより、ポンピング部材２００のポンピング動作によって吐出ホール５２１を挿通
して内容物を吐出した後、すぐに塗布面５２０を介して内容物を肌に塗布すると同時にマ
ッサージ機能を提供することができる。
【００３７】
　また、アプリケーター５００は、第１実施例と同様に、金属材質で構成されことを特徴
としている。これにより、内容物を塗布できることはもちろん、内容物を肌に塗布すると
きに、ぬくもりや冷気を肌に伝達することができ、顔肌の代謝を促進し、肌の弾力性を向
上させることができる。
【００３８】
　以下では、図８を参照して、本発明の第２実施例に係る金属アプリケーターを具備した
ポンピング式化粧品容器の使用方法を説明する。
【００３９】
　図８を参照すると、ボタン部材４００を加圧するときに、ポンピング部材２００のポン
ピング動作が行われ、容器本体１００に貯蔵した内容物が内容物移動ホール４５１を経て
、吐出ホール５２１を通って外部に吐出される。このとき、固定部４５０に結合したアプ
リケーター５００を介して、内容物を肌に塗布すると同時に、マッサージ機能を提供する
ことができる。
【００４０】
　前記のようにアプリケーター５００を介して内容物を肌に塗布するときには、アプリケ
ーター５００と肌との接触による圧力によってボタン部材４００の回転が行われることが
できる。しかし、固定体３００とボタン部材４００の結合関係を示す拡大図（Ａ－Ａ’断
面図）に示すように、固定体３００の回転防止突起３２１とボタン部材４００の結合突起
４４０とが噛み合うように構成されることで、ボタン部材４００の回転が防止されて、円
滑に内容物を肌に塗布することができる。
【００４１】
　前述したように、本発明は、ポンピング式化粧品容器のボタン部材４００の前面部に金
属材質のアプリケーター５００を設置することができるように、ボタン部材４００の構造
を変更することにより、ボタン部材４００の加圧によるポンピング動作を介して、内容物
を吐出した後、すぐにボタン部材４００の前面部に設置したアプリケーター５００を介し
て内容物の塗布とともにマッサージ機能を提供することができる。
【００４２】
　図面と明細書で最適の実施例を開示した。ここで特定の用語を用いたが、これは単に本
発明を説明するための目的で用いたものであり、意味の限定や特許請求の範囲に記載され
た本発明の範囲を制限するために用いたものではない。従って、当該技術分野の通常の知
識を有する者であれば、多様な変形および均等な他の実施例が可能であることを理解すべ
きである。また、本発明の真の技術的保護範囲は、添付された特許請求の範囲の技術的思
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【図８（ａ）】

【図８（ｂ）】

【図９】 【図１０】
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